
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１. アンケート調査結果の総括 （国家事業としての方向性、戦略及び産官学役割分担）

対象分野 具体的施策

・知識、語学力及び論理的展開能力に長けた人材の育成
・PMDA規格・審査担当官の国際会議への積極的参加
・アジア諸国及びその他の関係諸国との連携（共同提案、協力依頼、意見交換、事前説明、良好な信頼関係の構築、アジア圏の共同
　市場化等）
・科学的根拠に基づいた質の高い規格提案と丁寧な説明
・十分な事前調査（規格化の要求度、類似規格の存在の有無、各国の意見等）
・国際会議への積極的参加
・コンビーナの取得
・国際会議の誘致

国際活動分野

・製品開発に係る研究費補助
・標準化活動に係る各種経費（検証実験、国内・海外旅費、会議費等）の補助
・審査期間の大幅な短縮と迅速な支給
・予算の複数年度化
・海外旅費の柔軟化（国際会議前後に開催国及び周辺国在住の委員を訪問）

公的予算分野

・国際市場を占有できる高品質・高機能製品開発の促進
・医療機器開発に係る時間の短縮（環境・法的整備）
・開発者の意識改革（標準化を見据えた開発）

製品開発分野

・JISをはじめとした質の高い各種規格・基準及びガイドライン作成の促進（経済産業省と厚生労働省の更なる連携）
・知的財産化の促進と国家的援助（主に海外特許）
・国内ラウンドロビンテストの環境整備（公的機関又は学会が主管）
・窓口又は共通事務局の設立及び同窓口による情報収集及び情報配信（データベース化を含む）
・厚生労働省又はPMDAに担当部門を設立（会議参加を含む）
・国による、国際標準化の重要性を周知するための啓蒙活動（主に企業向け）
・十分な国内TC体制の確立（産官学連携強化）

国内環境分野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


